
 

 
 

油が河川や水路に流出する，水質事故が頻繁に発生しています。 

 

 

心当たりありませんか？ 
 

 廃油を U 字溝や地面に流していませんか？ 

 古い機械からオイルがもれていませんか？ 

 給油中にその場から離れていませんか？ 
 

※オイルの交換は回収用の受け皿を用意し，こぼれないようにしましょう。 

※廃油は適切に処分しましょう。 

 

水質事故をおこしてしまうと‥ 

■河川の水は下流で水道水や農業用水，漁業などに 

使用されており、人々の生活に重大な被害を与え 

てしまうことがあります。 

 

■油の回収・処理等のために， 

多くの労力と多額の費用が 

かかり、その費用は原因者が 

責任をもって負担しなければ 

いけません。 

 

 

水質事故を発見したら，すぐに連絡してください。 

 

茨城県鹿行県民センター 環境・保安課   ０２９１－３３－６０５６ 
 
または，お住まいの市の環境担当課へ 

 

◎被害を最小限に食い止めるため、速やかな対策・対応が必要です。ご協力お願いします。 

原因者負担

オイルマットによる油の回収の様子 

機械の

故障 

操作 

ミス 

不適正

処理 

 河川・水路などで異常を見つけたら，すぐにご連絡ください 


